













壬生町コミュニティカフェ
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令和７年度壬生町コミュニティカフェ運営業務委託において運営事業者を次のとおり募集します。

【運営概要】
１　基本的事項
(1)　コミュニティカフェ設置目的
　　　　 　 「ふらっと壬生テラス（旧庁舎跡地）」における町民活動支援センター（以下「センター」といい、建築物を示す。）内に設置するコミュニティカフェにおいて、誰もが気軽にたちよることができ、人と人とのつながりを育むことで、地域コミュニティの活性化や賑わい創出を図ることを目的とします。
(2)　所在地
　　壬生町通町12-22　センター１F北側
(3)　施設面積（センター１F北側のカフェ運用部分）
　　　　　  約66㎡
(4)　運営期間
　　 開始：令和　８年１月中旬
　　 完了：令和１０年３月３１日（金）
(5)　開館日、開館時間
　　　　　  開館日：町民活動支援センターみぶりん（以下「みぶりん」といい、組織を示す。）の開館日に合わせて週６日とします。
休館日：みぶりんの休館日同様、毎週月曜、祝日、年末年始とします。
　　 開館時間：午前10：00～午後18：00
　　 ※上記開館日、開館時間については、
別途協議により「壬生町コミュニティカフェの管理運営等に関する要綱」の範囲内で変更可能とします。
(6)　その他
　　  　同施設の２Fにはみぶりんが入居し、1Ｆ南側にはチャレンジショップが設置さ
れます。

２　委託条件
(1)　委託内容
　　　　　　コミュニティカフェの管理、運営（詳細は「３運営内容）参照）。    
　　　　　　有償ボランティアによる運営を想定しています。            　　
(2)　委託金額
　　　最高月額150,000円税込み（年額1,800,000円）とする。運営開始が年度途中の
場合は月割りとします。
　委託金額には、（有償ボランティアとしての）人件費、保険料、提供する飲料費、消耗品費が含まれます。
　町都合による休館については、減額を要しないこととします。
(3)　支払い
　　　　　　 月払いとし、各月分の支払いは翌月末までに支払うこととします。
(4)　営利活動　
　　　　　　コミュニティカフェの運営において「誰もが気軽に立ち寄れる」という目的に反しない範囲での営利活動は可能とします。収益・損失はすべて受託者に帰属するものとします。
　　　　　　広場におけるキッチンカーの運営も可能とします。（広場利用の際はみぶりんと
の協議が必要となります。）

3　運営内容（一部上記委託条件と重複）
(1)　コミュニティカフェ運営
　誰もが気軽に立ち寄ることができ、地域の交流を促進する場を提供すること。
(2)　営利活動
(1)を達成するために、ワークショップやその展示販売、飲食物の提供は可能とします。
上記活動により収益を得ることも可能とします。
(3)　イベント開催
賑わい創出を目的に、イベント等の開催が可能です。その際、センター外部の広場の利活用も可能です。（実施の際はみぶりんとの協議が必要です。）

 　4　運営体制
　　 　　・館内には常時人員を常駐すること。
　　 　　・飲食の提供がある場合には代表者が食品衛生責任者の資格要件を満たしていること
　　 　　　なお、運営に従事する全員が食品衛生責任者の講習を受講するよう努めること
　      　　・保健所への届け出の他、必要な営業許可を受ける必要があります。
５　設備・調理器具等について
　　  (1)【町負担分】
　　　　　　　設備・備品　シンク、冷蔵庫
　　　　　　　　　　　　　テーブル、いす、棚、Wi-Fi
　　  (2)【運営者負担：委託金に含まれるもの】
　　　　　　　食材、食器、包丁等調理器具
　　　　　　　消耗品（布巾、タオル、石鹸、除菌用アルコール、食器用洗剤、食器用スポン
ジ、ゴミ袋、その他清掃用消耗品）
　　　　　　　音響設備
　　　　　　　飾りつけ等（工事が必要な場合は町長の許可が必要です。また、退去の際は原形復旧することとします。）
          (3)【３者共用設備】
　　　　　　　トイレ、AED　※固定電話は設置しません。
　　  (4)【消防署への申請】
施設管理者である町生活環境課で対応するため、受託者での手続きは不要です。
６　賠償保険等
　　　　運営者負担とします。
　　　
７　禁止事項
　　　コミュニティカフェ運営に当たっては、次の行為を禁止します。
　　　・政治活動及び宗教活動を伴う行為
　　　・公序良俗に反する行為又は反するおそれがあると認められる行為
　　　・反社会的な行為
　　　・その他コミュニティカフェの目的及び趣旨に反する行為
　　　その他町が定める運営ルールを遵守してください。

８　その他特記事項
(1)不特定の休館日について
本施設は、各種選挙実施時に選挙当日の投票所としての使用を予定しています。
そのため、当日と前後、合わせて３日間運営ができない可能性があります。
（選挙の準備、片づけは町が対応）
(2)町民活動支援センターみぶりんとの連携について
コミュニティカフェは本施設２Fに設置する「町民活動支援センターみぶりん」の活動発表の場とすることも想定しているため、利用についてはその都度協議が必要です。※上記2件について、町都合での休館とする場合は委託費の減額対象とはしません。
　　　(3)　SNSや広報について
　　　　 　本事業のPRについては、本施設の運営目的に反しない範囲で独自にSNSでPR可
能です。
　　(4)会議の開催
　　　　　 来館者の利便性向上のため、みぶりんの代表、同施設に同居するチャレンジショッ
プの代表及びコミュニティカフェの代表による会議を必要に応じて開催します。
(5)施設の管理について
　施設の施錠管理等はみぶりんとの協議により決定します。
　施設の清掃については一部外部委託を予定しているが、本施設に入居する3者によ
る管理も必要となります。
(6)カフェ名称について
　別途設定可能です。
　　  (7) 駐車場について
　　　　　施設内駐車場は利用者専用のため、別途受託者が用意してください。
　　  (8)その他
センター建物北側に自動販売機を設置予定です。

【応募方法等】
1　応募条件
　　　　・18歳以上の個人、団体または法人。
[bookmark: _Hlk208138917]　　　　・年間を通して特定の曜日に開設できること。

2　募集期間：令和7年10月3日（金）～11月4日（火）
　　　　　　※10月10日（金）、14日（火）の各10時から現地見学会を実施予定。
参加希望者は事前に町総合政策課企画調整係(81-1813)まで連絡ください。
希望者がいない場合は実施しません。
3  面接選考：令和7年11月12日（水）
　　　　　　書類審査及び面接（プレゼンテーション：10分程度）
　　　　　　※採点項目は別添項目一覧でお示しします。
4  運営開始までのスケジュール：
　　　　　令和７年１１月12日（水）・・・面接選考
　　　　　令和７年１１月１8日（火）・・・受託者決定
　　　　　受託者決定後～　　　　　開館準備
　　　　　令和８年１月中下旬・・・開館

    5　応募方法：「申込書」、「事業計画書」及び「見積書」を町総合政策課へ持参、郵送またはEメールで提出ください。※提出された書類は返却いたしません。

[bookmark: _Hlk206161903]   6　選考方法：書類審査及び面接（プレゼンテーション：10分程度）
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